
構造計算適合性判定 通知書等に関するお知らせ 

                                    

                                                                   令和 7年 11月 10日 

 平素より、日本建築検査協会株式会社の構造計算適合性判定業務に格段のお引き立てを賜り、誠

にありがとうございます。  

2024年 12月 27日に交付された建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（国交省第 111号）

により、通知書等について、押印を不要とする様式に改められました。（2025年 4月 1日施行）     

本省令に基づき、電子申請にて行われた構造計算適合性判定申請において、電子交付を希望され

る場合には通知書等の電子交付を行い、あわせて、押印を廃止いたします。 

電子交付及び押印廃止対象となる通知書は以下のとおりです。 

1. 適合判定通知書 

2. 期間を延長する旨の通知書 

3. 適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 

なお、紙申請や電子交付を希望しない電子申請 

につきましては、従来とおり紙面にて交付します。 

 

電子交付される通知書等には、本申請図書データ（副本）と 

同じ電子スタンプが付されます。 

 

電子交付 （押印なし） について、 

1） 開始日 

2025年 12月 1日交付分より 

2） 交付する対象 

   電子申請の場合を対象とし、 

電子交付を希望する物件 

3) 電子交付された通知書等の受取方法 

NICE構造適判電子申請システムの機関側ファイル一覧よりダウンロードをお願いいたします。 

 

判定通知書等の電子交付を希望する場合 

 

 

「電子交付」の意思表示の入力

をお願い致します。 
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